
こ
の
間
、
幾
度
か
行
わ
れ
た
校
地
の
拡
張
、
校
舎
の

増
改
築
、
教
育
施
設
の
整
備
充
実
等
に
も
明
ら
か
に
見

し
た
こ
と
は
、

き
わ
め
て
有
意
義

で
あ
り

ま
し
て
、

本
校
と
い
た
し
ま
し
て
も
こ
の
上
な
い
光
栄
で
あ
り
ま

他
関
係
の
各
位
に
対
し
ま
し
て
哀
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。



１
、
創
立
当
時
の
よ
う
す

明
治
維
新
に
よ
る
日
本
の
夜
明
け
。

私
た
ち
の
京
都
で
は
、
教
育
の
重
要

性
に
着
目
し
、
小
学
校
を
つ
く
っ
て
教

育
を
普
及
す
る
計
画
を
た
て
た
。
そ
し

て
明
治
二
年
全
国
に
先
が
け
て
六
十
四

の
小
学
校
が
創
立
し
た
の
で
あ
る
。

明
治
の
改
革
の
あ
と
、
と
つ
ぜ
ん
都

が
東
京
に
移
る
こ
と
に
な
り
公
卿
や
諸

大
名
は
先
を
争

っ
て
東
京
に
移
り
、
町

人
も
大
阪
に
散
り
、
京
都
は
急
に
さ
み

し
い
街
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
千
年
の

都
と
し
て
栄
え
て
来
た
京
都
、
し
か
も

王
政
復
古
の
中
心
地
で
あ

っ
た
京
都
市

民
の
失
望
落
胆
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ

た
。「

京
都
市
民
は
驚
愕
失
望
し
て
な
す

処
を
知
ら
ず
、
人
心
消
沈
し
百
事
衰
廃

し
、
千
有
余
年
の
帝
都
の
面
目

一
朝
に

し
て
地
に
墜
ち
ん
と
せ
り
。
」

（
京
都

府
誌
）
と
市
民
の
落
胆
ぶ
り
が
記
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
時
、
明
治
天
皇
は
、
こ
の
様
子

を
深
く
心
配
さ
れ
て
、
こ
の
京
都
復
興

の
た
め
に
政
府
を
通
じ
て
、
玄
米

一
万

石
と
金
十
万
両
を
京
都
府

へ
下
賜
さ
れ

た
。

．・
、　

一
　

・一・・
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そ
こ
で
府
は
、
こ
の
京
都
の
現
状
を

救
い
産
業
を
興
す
た
め
に
は
人
材
の
育

成
こ
そ
大
切
で
あ
る
と
し
て
、
ま
ず
教

育
の
普
及
に
力

を
入

れ
る
こ
と
に
な

り
、
こ
の
御
下
賜
金
と
米
を
小
学
校
設

立
の
資
金
と
基
本
財
産
に
当
て
る
こ
と

に
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
計
画
も
、
当
時

の

一
般
市
民
に
は
充
分
理
解
さ
れ
ず
、

な
か
な
か
実
現
の
緒
に
つ
か
な
か

っ
た

よ
う
で
あ
る
。
当
局
者
は
あ
ら
ゆ
る
機

会
を
利
用
し
て
教
育
の
効
果
を
説
き
、

向
学
の
気
風
を
あ
お
り
、
よ
う
や
く
進

取
的
な
町
衆
が
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
教
育
史
上

特
筆
さ
れ
る
京
都
の
小
学
校
創
設
の
大

事
業
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
市
外
郡
部
に
お
い

て
は
そ
の
御
下
賜
金
の
恩
恵
に
浴
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
小
学
校
の
設
立
に
関

し
て
は
、
も

っ
ば
ら
民
間
の
自
力
に
訴

え
ら
れ
た
た
め
そ
の
財
源
に
苦
し
み
、

進
ん
で
設
立
さ
れ
た
も
の
は
殆
ん
ど
無

く
、
い
ま
だ
に
寺
子
屋
に
そ
れ
が
ま
か

さ
れ
て
い
る
状
態
だ

っ
た
。

余
談

で
は
あ

る
が
寺
子
屋
は

「
読

み
」

「
書
き
」

「
そ
ろ
ば
ん
」
を
教
え
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石
と
金
十
万
両
を
京
都
府

へ
下
賜
さ
れ

らに
。

る
の
み
で
公
の
教
育
機
関

は
な
か

っ

た
。
江
戸
時
代
以
前
、
程
度
の
高
い
教

育
施
設
と
し
て
は
武
士
の
子
弟
対
象
の

藩
学
校
や
、　
一
般
向
け
の
私
塾
な
ど
が

あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
入
る
に
は
初
歩
の

「
読
み
」

「
書
き
」
に
習
熟
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
家
庭
で
い
き
と
ゞ
い

た
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い

一
般
の
子
弟

に
と
っ
て
、
寺
子
屋
は
貴
重
な
初
級
教

育
機
関
で
あ
っ
た
。

寺
子
屋
の
発
生
は
室
町
時
代
頃
寺
院

の
行
儀
作
法
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
と
い

わ
れ
、
習
い
に
か
よ
っ
て
い
る
子
を
寺

子
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
で

き
た
と
い
う
。
入
学
は
七
歳
位
か
ら
三

年
間
程
、
読
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
、
女
の

子
は
こ
の
ほ
か
に
裁
縫
や
家
事
な
ど
が

あ
り
、
始
め
は
僧
侶
が
、
江
戸
時
代
に

は
浪
人

・
学
者
な
ど
が
教
師
と
な
っ
て

教
え
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
全
国
で

一

万
五
千
以
上
の
寺
子
屋
が
あ
っ
た
と
記

録
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
本
校
も
創
立
前
に
は
西
条

（
今

の
西
の
内
町
）
に
あ
っ
た
寺
子
屋
か
東

寺
ま
で
か
よ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
以
前

に
は
北
条
に

（
現
在
の
学
校
附
近
）
寺

子
屋
が
あ
っ
た
が
詳
し
い
こ
と
は
わ
か

っ
て
い
な
い
。

余
談

で
は
あ
る
が
寺
子
屋
は

「
読

み
」

「
書
き
」

「
そ
ろ
ば
ん
」
を
教
え

本
校
は
明
治
五
年
学
制
発
布
と
な
っ

て
か
ら
、
紀
伊
郡
第
四
学
区
上
鳥
羽
村

の
分
校
と
し
て
創
立
さ
れ
、
初
め
か
ら

吉
祥
院
校
と
は
公
称
さ
れ
な
か

っ
た
。

創
立
当
時
の
紀
伊
郡
第
四
学
区
長
は

安
田
源
右
衛
門
氏
、
副
は
村
岡
浅
右
衛

門
氏
で
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
五
年
十

月
十
七
日
吉
祥
院
村
船
戸
三
十
六
、
三

十
七
、
二
十
八
番
地
に
創
立
さ
れ
、
建

設
当
時

は
八
百
十
七
坪
、
建
坪
百
九

坪
、
校
舎
は
古
家
を
買
収
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
創
立
当
初

の
教
員

は

「
読

み
」

「
書
き
」

「
そ
ろ
ば
ん
」
の
三
名

で
児
童
数

一
七
八
名
で
あ

っ
た
。

右

者

本

第
壼

等

賞

ス

滋
薔

手

頭

・
一“●

２
、
三
　
教
　
師

京
都
府
誌
に

「
明
治
二
年
本
府

ハ
小

学
校
ヲ
設
置
シ
タ
ル
モ
、
之
ガ
教
員
タ

ル
ベ
キ
適
任
ノ
者
ナ
カ
リ
シ
ヲ
以
テ
、

読
書

・
習
字

・
算
術
ノ
各
教
科
目
及
儒

書
講
釈

・
心
学
道
話

二
付
各
別

二
募
集

シ
タ
リ
シ
ナ
リ
。
即
読
書

ニ
ハ
旧
来
ノ

漢
学
者
又

ハ
書
生
ノ
読
書

二
長
ズ
ル
者

ヲ
選
択
シ
、
習
学

ハ
旧
来
ノ
寺
子
屋
師

匠
ヲ
選
ビ
、
算
術

ハ
其
ノ
人
特

二
乏
シ

カ
リ
シ
為
メ
、
算
術
師
匠
又

ハ
商
店
ノ

旧
番
頭
等

ニ
テ
珠
算
ヲ
能
ク
ス
ル
者
ヲ

選
択
シ
、
当
該
学
校
ノ
開
業
日

二
於
テ

之
ヲ
検
定
シ
直

二
任
命

ス
。
之
ヲ
三
道

教
師
卜
称

セ
リ
。
而
シ
テ
儒
書
講
釈

ニ

ハ
老
儒
、
心
学
道
話

ニ
ハ
其
ノ
流
ノ
人

ヲ
採
用
シ
タ
リ
。
」
と
述
べ
て
あ
る
通

り
、
創
立
当
時
は
教
師
を
募
集
し
、
開

校
式
に
採
用
試
験
を
行
な
っ
て
任
命
し

た
よ
う
で
あ
る
。

沿
革
史
に
よ
る
と
、
句
読
兼
算
道
助

教
　
宮
川
為
質
、
句
読
助
教
　
鈴
木
仲

三
函
、
算
術
助
教
　
榎
泰
造
の
三
氏
が

吉
祥
院
最
初
の
三
教
師
で
あ
っ
た
。
こ

の
頃
は
句
読
教
師

・
筆
道
教
師

・
算
術

教
師
と
し
て
の
専
科
制
度
で
あ
り
、
畳

敷
き
の
教
室
で
個
別
指
導
を
し
た
の

で
、
寺
子
屋
と
大
差
が
な
か
っ
た
と
い

・た
る

。
ち
な
み
に
、
明
治

八
年

に

「
三
教

師
」
の
名
称
を
廃
し
て

「
小
学
教
師
」

と
改
め
、
同
十
年
に
は
小
学
訓
導
規
則

を
定
め
て
名
称
を

「
訓
導

・
訓
導
試
補

・
授
業
生
」
に
わ
け
、
同
十
二
年
教
育

令
発
布
の
際

「
公
立
小
学
校
教
員

ハ
師

範
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ト

ス
。
但
師
範
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
得
ズ

ト
イ
エ
ド
モ
教
員

二
相
応
セ
ル
学
カ
ヲ

有
ス
ル
者

ハ
教
員
タ
ル
モ
妨
ナ
シ
。
」

と
規
定
し
、
教
員
の
名
称
を

「
訓
導

・

訓
導
補
助

（
の
ち
の
準
訓
導
）
」
と
し

をに。

ナ 學

ル 年

:賞

状

問

精

勤

ロ

ト

テ

昭

和

六
年

一月
二
十
ご
日

京
都
府
紀
伊
郡
古
詳
院
諄
常
高
等
小
學
漱

「
一「・ガ

一一
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３
、
学

制

発

布

京
都
で
小
学
校
が
発
足
し
て
か
ら
足

か
け
四
年
目
、
明
治
四
年
七
月
に
設
置

さ
れ
た
文
部
省

は
、
翌

五
年
八
月
に

「
学
制
」
を
公
布
し
て
、
近
代
学
校
制

度
の
基
礎
を
固
め
た
。

こ
の
制
度
の
教
育
理
念
は
、
太
政
官

布
告

「
学
事
奨
励

に
関
す

る
仰
被
出

書
」
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち

「
人
々
自
ラ
ソ
ノ
身
ヲ
立
テ
ソ
ノ
身
ヲ

修
メ
智
ヲ
開
キ
才
芸
ヲ
長
ズ
ル
ハ
学

ニ

ア
ラ
ザ
レ
バ
能
ワ
ズ
。

コ
レ
学
校
ノ
設

ア
ル
ユ
エ
ン
ニ
シ
テ
人
能
ク
其
才
ノ
ァ

ル
ト
コ
ロ
ニ
応
ジ
勉
励
シ
テ
之

二
従
事

シ
、
シ
カ
シ
テ
後
初
メ
テ
生
ヲ
治
メ
産

ヲ
興
シ
業

ヲ
繁

ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ベ

シ
。
サ
レ
バ
学
問

ハ
身
ヲ
立
テ
ル
ノ
財

本
ト
モ
イ
フ
ベ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
人
タ
ル

モ
ノ
誰
力
学
バ
ズ
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
。」

と
、
学
問
は
身
を
立
て
る
の
財
本
で
あ

る
と
説
き
、
ま
た

「
自
今

一
般
ノ
人
民
必
ズ
邑

二
不
学
ノ

戸
ナ
ク
家

二
不
学
ノ
人
ナ
カ
ラ
シ
メ
ン

事
ヲ
期
ス
。
人
ノ
父
兄
タ
ル
モ
ノ
宜
シ

ク
此
意
ヲ
体
認
シ
其
愛
情
ヲ
厚
ク
シ
其

子
弟
ヲ
シ
テ
必
ズ
学

二
従
事
セ
シ
メ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
」

一（）

一́
‘．

一一一一一
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・
・ニ

と
、
四
民
平
等

・
教
育
の
機
会
均
等
の

理
念
に
立
ち
、
国
民
皆
学
を
求
め
る
き

わ
め
て
進
歩
的
な
も
の
で
あ
る
。

京
都
で
は
、
こ
の
学
制
以
前
に
近
代

的
意
味
の
小
学
校
が
発
足
し
て
い
た
の

で
、
遂
次
こ
の
制
度
に
基
づ
く
改
正
を

進
め
て
い
る
が
、
全
国
的
に
は
、
義
務

教
育
制
度
の
確
立
を
は
か

っ
た
こ
の
学

制
に
よ
っ
て
、
各
地
に
多
く
の
小
学
校

が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
地
方

に
よ
っ
て
は
、
こ
の
制
度
を
実
施
す
る

上
に
無
理
な
点
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。京

都
府
は
、
明
治
七
年
に

「
学
制
」

に
基
づ
く
改
定
を
布
達
し
、
続
い
て
八

年
と
十
年
に
改
正
を
加
え
、
教
育
制
度

の
整
備
を
は
か

っ
た
。
こ
の
間
、
京
都

の
小
学
校
は
、
い
わ
ゆ
る
寺
小
屋
方
式

を
廃
し
て
、
制
度
的
に
も
方
法
的
に
も

一
段
と
近
代
化
が
進
め
ら
れ
た
。

４
、
就
　
学
　
牌

明
治

五
年
に

「
学
制
」

が
公
布

さ

れ
、
国
民
皆
学
が
理
想
と
し
て
掲
げ
ら

れ
た
も
の
の
、

「
商
人
は
そ
ろ
ば
ん
玉

が
は
じ
け
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
」
と
い

う
考
え
方
が
世
間
の
風
潮
で
あ
っ
た
。

ま
た
士
族
階
級
は
い
ま
ま
で
四
書

・
五

経
な
ど
の
漢
籍
を
習

っ
て
い
た
の
に
、

単
語
の
絵
入
り
教
科
書
を
習
う
の
で
は

つ
ま
ら
な
い
。
な
ど
で
明
治
初
期
の
就

学
率
は
全
国
的
に
低
く
わ
ず
か
に
二

・

三
十
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

京
都
小
学
三
十
年
史
に
よ
る
と
、
明

治
七
年
の
府
管
内
小
学
校
教
則
改
正
の

布
達
文
に

「
明
治

五
年
太
政
官

ヨ
リ
御
布
令

ア

リ
。
然

ル
ニ
当
府
管
下

二
於
テ
ハ
右
布

令

二
先
立
チ
学
校
建
築
シ
生
徒
ノ
多
キ

現
今
凡
三
万
八
千
八
百
余
人
、
其
内
壬

中
以
来
ノ
検
査
ヲ
経
入
学
ノ
生
徒
凡
四

千
五
百
余
人

二
及
ベ
リ
。
然
レ
ド
モ
未

ダ
学

二
就
カ
ザ
ル
童
児
五
万
八
百
余
人

ア
リ
。
今
般
詮
議
ノ
次
弟
有
之
文
部
省

定
正
ノ
学
制
教
則

二
基
キ
、
更

二
校
則

教
則
課
業
表
ヲ
立
テ
幼
童
ヲ
シ
テ
学
ビ

易
を

フ
シ
メ
ン
。
」

と
記
さ
れ
、
京
都
で
も
就
学
率
が
四
十

％
で
就
学
奨
励
が
当
面
の
問
題
で
あ
っ

（^）　
　
一二
・　
　
〓
一　
　
三
〓
　
　
一≡
（

一

一
　

　

　

　

　

´
　

　

・

一
　

　

´

・
　

　

・

た

。こ
の
頃
、
政
府
が
子
弟
の
就
学
を
強

く
督
促
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
の
で
、

全
国
各
地
で
は
あ
の
手
こ
の
手
を
考
え

て
学
制
の
精
神
を
普
及
徹
底
し
よ
う
と

し
た
記
録
が
あ
る
。

京
都
府
教
育
史
に
よ
る
と
、

「
明
治
九
年
七
月

一
日
に
は
、
槙
村

権
知
事
の
達
が
出
て
、
幼
童
の
小
学

修
学
は
開
知
達
才
の
急
務
に
候
処
、

学
齢
に
し
て
未
だ
入
校
せ
ぎ
る
者
間

々
こ
れ
有
り
、
勧
奨
の
為
め
自
今
区

戸
長
役
場
に
於
い
て
時

々
精
細
に
調

査
し
、
就
学
の
者
は
戸
籍
帳
面
名
の

下
へ
（）
と
い
う
朱
印
を
押
捺
す
べ

し
。
と
い
う
事
に
な
っ
た
。
そ
し
て

翌
々
九
月

一
日
に
は
、
府
令
を
以
て

重
ね
て
各
校
区
費
を
以

て

「
就
学

牌
」
を
鋳
造
し
、
児
童
に
侃
帯
せ
し

め
て
不
就
学
者
と
区
別
す
る
事
に
し

た
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
就
学
奨
励
策
の
ひ
と

つ
と
し
て
メ
ダ

ル
の
よ
う
な
も
の
を
袴

や
帯
に
組
で
さ
げ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

・
．
　
　
　
　
一
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　

　
　
　
　

・
　
・
　
　

　

　

´
　
　
　
　
　
・
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子
弟
ヲ
シ
テ
必
ズ
学

二
従
事
セ
シ
メ
ザ

ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
」

５
、
教

育

令

公

布

明
治
十
年
代
に
は
い
る
と
、
急
速
な

文
明
開
化
と
と
も
に
自
由
民
権
思
想
が

波
及
し
て
き
た
。　
一
方
、
明
治
五
年
の

学
制
以
来
小
学
校
教
育
は
全
国
的
に
普

及
し
て
い
っ
た
が
、
教
育
費
の
負
担
が

大
き
く
依
然
之
し
て
不
就
学
児
童
が
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
明
治
十
二
年
九
月

「
学

制
」
を
廃
し
て
自
由
裁
量
の
余
地
の
多

い

「
教
育
令
」
を
制
定
し
た
。
す
な
わ

ち

「
小
学
校

ハ
普
通
ノ
教
育
ヲ
児
童

ニ

授
ク
ル
所

ニ
シ
テ
、
ソ
ノ
学
科
ヲ
読

書

・
習
字

・
算
術

・
地
理

・
歴
史

・

修
身
等
ノ
初
歩
ト
ス
。
土
地
ノ
情
況

二
従
ヒ
罫
画

・
唱
歌

・
体
操
ヲ
加

ヘ

又
物
理

・
生
理

・
博
物
ノ
大
意
ヲ
加

フ
、
殊

二
女
子
ノ
為

ニ
ハ
裁
縫
科
ヲ

設
ク
ベ
シ
。
」

「
公
立
小
学
校

二
於
テ
ハ
八
ケ
年
ヲ

以
テ
学
期
ト
ス
。
土
地
ノ
便
宜

ニ
ヨ

リ
テ

ハ
此
学
期
ヲ
縮

ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ベ
シ
ト
雖
モ
四
ケ
年
ヨ
リ
短
ク
ス
ベ

カ
ラ
ズ
。
此
四
ケ
年

ハ
毎
年
授
業

ス

ル
コ
ト
四
ケ
月
以
上
タ
ル
ベ
シ
。
」

な
ど
と
教
科
目
や
修
学
年
限
に
お
い
て

土
地
の
情
況
に
応
じ
ら
れ
る
制
度
に
改

”
′
――
ヽ

め
た
。

こ
の
教
育
令

で
は
、
文
部
省
が
全
国

の
教
育
事
務
を
統
轄
す
る
こ
と
は
学
制

と
同
じ
で
あ
る
が
、
従
来
小
学
校
設
立

の
立
体
は

「
学
区
」
と
い
う
特
別
の
自

治
体
で
あ
っ
た
の
を
、
地
方
行
政
機
関

で
あ
る
府
県
区
町
村
に
や
ら
せ
る
こ
と

に
し
、
学
区
制
を
廃
し
て
町
村
民
の
選

挙
に
よ
る

「
学
務
委
員
」
を
設
け
学
校

享
務
を
管
理
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

以
上
、
自
由
裁
量
の
余
地
の
多
い
教

育
令
も
、
教
育
機
能
の
著
し
い
低
下
を

き
た
し
た
の
で
、
わ
ず
か

一
年
三
か
月

で

「
改
正
教
育
令
」
に
か
わ
っ
た
。
改

正
教
育
令
で
は
、
政
府
に
よ
る
教
育
の

奨
励
監
督
の
線
を
強
め
る
と
と
も
に
、

学
科
課
程
を
簡
易
寛
大
に
し
て
義
務
教

育
の
徹
底
を
は
か
る
方
針
を
明
確
に
し

た
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
定

め
ら
れ
た

「
小
学
校
教
則
綱
領
」
に
よ
る
と
、
学

制
の
知
識
主
義
か
ら
徳
育
中
心
に
か
わ

り
、
従
来
小
学
校
の
教
科
目
中
最
下
位

に
置
か
れ
て
い
た
修
身
科
が
最
上
位
に

な
り
、
文
明
開
化
と
西
洋
崇
拝
の
翻
訳

教
育
に
よ
う
や
く
反
省
的
な
転
換
期
を

迎
え
た
の
で
あ
る
。

と
記
さ
れ
、
京
都
で
も
就
学
率
が
四
十

％
で
就
学
奨
励
が
当
面
の
問
題
で
あ
っ

６
、
学

務

委

員

小
学
校
創
立

の
こ
ろ
は
、

「
中
年

寄
」
と

「
添
年
寄
」
が
学
区
の
事
務
を

管
掌
し
、
明
治
五
年
に
区
制
が
し
か
れ

て
か
ら
、
中
年
寄
を

「
区
長
」
に
添
年

寄
を

「
副
区
長
」
に
改
め
、
各
町
に
は

コ
戸
長
」
が

お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
つ
ぎ
に
明
治
九
年
か
ら
、
区
長
が

「
学
区
総
取
締
」
に
戸
長
が

「
学
区
取

締
」
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
小
学
校

に
関
す
る

一
切
の
事
務

（
就
学
の
勧
誘

・
学
校
の
建
設
管
理
と
費
用
の
使
途
を

計
る
こ
と
な
ど
）
を
取
り
扱

っ
た
。

明
治
十
三
年
に
府
は

「
学
務
委
員
」

を
各
学
区
に
お
き
、
学
校
の
管
理
と
監

督
に
あ
た
る
規
則
を
定
め
た
。
そ
の
選

挙
規
則
に
よ
る
と
組
内
に
本
籍
を
有
し

在
住
す
る
満
二
十
才
以
上
の
者
が
、
投

票
に
よ
り
選
挙
し
、
の
ち
知
事
が
認
可

の
辞
令
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

明
治
十
五
年

に
こ
の
規
則
を
改
正

し
、
定
員
の
三
倍
を
学
区
で
選
び
、
知

事
が
そ
の
中
か
ら
任
命
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
任
期
は
四
か
年
で
あ
る
。

明
治
二
十
二
年
に
京
都
市
が
誕
生
し

て
か
ら
、
学
務
委
員
は
市
長
の
補
助
機

関
と
な
り
権
限
が
縮
少
し
た
が
、
明
治

・
大
正

・
昭
和
に
か
け
て
学
校
教
育
の

充
実
進
展
に
寄
与
し
た
業
績
は
誠
に
大

き
い
。

京
都
府
誌
に

「
学
務
委
員

ハ
時

二
制
度
ノ
変
更
ヲ

知
ラ
ズ
シ
テ
、
職
務
以
外

二
干
渉
シ

タ
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ト
イ
エ
ド

モ
、
概

シ
テ
誠
実

ソ
ノ
職
務

二
服

シ
、
教
育
ノ
進
歩
ヲ
図
ル
ニ
努
カ
シ

タ
リ
キ
、
ス
ナ
ワ
チ
経
費
ノ
供
給

ニ

ッ
ト
メ
、
基
本
財
産

ノ
増
殖

ヲ
図

り
、
教
員
ノ
優
遇

二
尽
カ
シ
、
特

ニ

小
学
校
の
設
備

ニ
ツ
イ
テ
ハ
鋭
意
遂

行
ヲ
企
テ
、
或

ハ
寄
附
金
ヲ
募
り
、

或

ハ
講
法
ヲ
設
ケ
、
或

ハ
公
債
ヲ
起

ス
等

ソ
ノ
功
績
甚
大

ナ
ル
モ
ノ
ア

リ
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
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７
、
小

学

校

令

公

布

（
四
年
制
義
務
教
育
の
は
じ
ま
り
）

明
治
十
八
年
内
閣
制
度
が
成
立
し
、

総
理
大
臣
伊
藤
博
文
氏
の
も
と
に
初
代

文
部
大
臣

に
任
命

さ
れ
た
森
有
礼
氏

は
、
十
九
年
に
教
育
令
を
廃
し
て
教
育

制
度
の
整
備
を
は
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

「
帝
国
大
学
令
」

「
師
範
学
校
令
」

「
中
学
校
令
」

「
小
学
校
令
」
等
を
次

々
に
公
布
し
た
が
、
す
べ
て
の
学
校
教

育
が
国
家
主
義
の
色
彩
を
基
調
と
す
る

も
の
へ
向
か
う
端
緒
で
も
あ
っ
た
。

小
　
学
　
校
　
令

（
明
治
十
九
年
四
月
公
布
）
の
改
正
要

占
いは

一
、
小
学
校
を
尋
常
小
学
校
及
び
、
高

等
小
学
校
と
し
、
各
小
学
校
の
修

業
年
限

を
各

四
か
年

と
し
た
こ

，
Ｃ
．

児
童
は
六
才
よ
り
十
四
才
に
至
る

八
か
年
を
学
齢
と
し
、
父
母
後
見

人
は
普
通
教
育
を
得
せ
し
め
る
義

務
あ
り
と
し
、
尋
常
小
学
校
の
教

科
を
終
了
す
る
ま
で
は
、
就
学
の

義
務
が
あ
る
と
、
明
確
に
義
務
教

育
制
を
打
ち
出
し
た
こ
と
。

従
来
用
い
て
い
た
生
徒
と
い
う
呼

称
を

「
児
童
」
と
改
め
た
こ
と
。

一
、
小
学
校
の
教
科
書
は
文
部
大
臣
の

検
定
し
た
も
の
に
限
る
こ
と
。

こ
の
制
度
に
基
い
て
、
翌
二
十
年
二

月
に
府
が
定
め
た

「
小
学
校
学
科
及
基

程
度
実
施
法
」
に
よ
る
と

「
学
年

ハ
七
月

一
日
ヨ
リ
翌
年
六
月

二
十
日
マ
デ
ト
シ
、
毎
学
年
ノ
始
メ
ヲ

以
テ
生
徒
入
学
ノ
定
期
ト
ス
。
」

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た

半
年
進
級
制
が
廃
止
さ
れ
、
七
月
を
年

始
め
と
す
る

一
年
単
位
の
学
年
制
度
に

か
わ
っ
た
。

そ
の
後
明
治
二
十
三
年
十
月
の

「
小

学
校
令
改
正
」
な
ら
び
に
二
十
四
年
十

一
月
の

「
小
学
校
教
則
大
綱
」
で

小
学
校
教
育
の
目
的
を

「
小
學
校

ハ
児
童
ノ
身
確
ノ
褒
達

ニ

留
意
シ
テ
道
徳
教
育
及
ビ
國
民
教
育

ノ
基
礎
並
其
ノ
生
活

二
必
須
ナ
ル
普

通
技
能

ヲ
授

ク
ル
ヲ
以
テ
本
旨

ト

ス
。　
」

と
、
明
確
に
示
し
、
修
身
科
は
教
育
勅

語
に
基
づ
き
尊
王
愛
国
の
精
神
を
養
う

こ
と
。
歴
史
科
は
国
体
の
大
要
を
知
ら

し
国
民

た
る
の
思
想
を
養
う

こ
と
な

ど
、
国
家
主
義
教
育
を
強
調
し
た
。

こ
の
小
学
校
令
改
正
、
教
則
大
綱
に

（吉
祥
院
小
学
校
沿
革
史
）

基
づ
い
て
、
府
は
小
学
校
教
則
全
部
の

改
訂
を
行
な
い
、
明
治
二
十
五
年
四
月

か
ら
小
学
令
の
制
度
を
実
施
し
た
。

な
お
、
こ
の
と
き
市
町
村
の
会
計
年

度
に
合
わ
せ
て
、
四
月

一
日
よ
り
翌
年

三
月
二
十

一
日
ま
で
と
す
る
現
行
の
学

年
制
度
に
改
め
た
。

８
、
国
家
主
義
的
教
育
の
は
じ
ま
り

文
明
開
化
の
流
れ
が
自
由
民
権
運
動

の
波
及
と
な
り
は
じ
め
た
明
治
の
中
頃

政
府
は
国
家
主
義
的
教
育
方
針

へ
と
歩

み
を
進
め
て
い
っ
た

の
で
あ

る
。
即

ち
、
明
治
十
九
年
公
布
さ
れ
た
小
学
校

令

（
中
学
校
令
、
師
範
学
校
令
）
は
、

当
時
ド
イ
ツ
の
国
家
主
義
教
育
に
学
ん

だ

「
ド
イ
ツ
方
式
」
と
い
わ
れ
る
、
国

家
主
義
的
傾
向
の
強
い
方
針
に
基
づ
い

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
こ
れ
よ

り
後
教
育
勅
語
に
基
づ
く
小
学
校
令
の

改
正
つ
い
で
三
度
改
正
さ
れ
た
小
学
校

令
で
は
、
富
国
強
兵
策
と
国
民
教
育
と

が
固
く
結
ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
明

治
二
十
七
、
八
年
戦
役
で
勝
利
を
得
た

我
が
国
は
、
国
力
の
回
復
と
共
に
軍
国

主
義

へ
と
つ
き
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
以
後
こ
の
方
針
は
変
ら
ず
、

大
正
八
年
第

一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る

頃
に
は
、
我
が
国
は
す
で
に
世
界
屈
指

の
強
国
と
し
て
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

又
、
そ
れ
と
共
に
国
民
教
育
の
水
準

も
ぐ
ん
と
上
昇
し
て
い
っ
た
。

-14-

９

、

教

育

軸

語

と

三
大

爾

明

治

二
十

二
年

「
大

日

本

帝

国

憲

一
　

一
・

一́　

　

一
　

・
一
　

二
一一　

一一二
．
一

・、　

″　
　
ミ
ヽ
一　
二
　
一
二
人

ヽ
年
一
■
一
だ
三

一
′

二
員
石
熱
ヲ

一績

″・ジ

ス

レ

一〓

Ｌ

ラ

／
ｒｒ

′

首

一

，
■
一
螢
籍
一
●
“



一
、
従
来
用
い
て
い
た
生
徒
と
い
う
呼

称
を

「
児
童
」
と
改
め
た
こ
と
。

９
、
教
育
勅
語
と
三
大
節

明
治

二
十
二
年

「
大
日
本
帝
国
憲

法
」
を
公
布
、
同
二
十
三
年

「
教
育
勅

語
」
を
発
布
、
本
校
で
も
二
十
三
年
十

二
月
二
十
七
日
に
教
育
に
関
す
る
勅
語

謄
本
を
拝
戴
し
、
翌
二
十
四
年

一
月
八

日
に
拝
戴
式
を
挙
行
し
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
約
半
世
紀
の
間
、
こ
の
教
育
勅
語

は
国
民
道
徳
の
最
高
基
準
と
し
て
学
校

教
育
の
大
綱
と
な
り
、
昭
和
二
十
年
以

前
の
教
育
を
受
け
た
人
な
ら
、
だ
れ
も

が
暗
誦
し
て
こ
の
教
え
を
遵
奉
す
る
教

育
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

教
育

二
関
ス
ル
勅
語

朕
惟
フ
ニ
我
力
皇
祖
皇
宗
国
ヲ
肇

ム

ル
コ
ト
宏
遠

二
徳
ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深

厚
ナ
リ
我
力
臣
民
克
ク
忠

二
克
ク
孝

二
億
兆
心
ヲ

一
二
シ
テ
世
々
蕨
ノ
美

ヲ
ナ
セ
ル
ハ
此
レ
我
力
国
体
ノ
精
華

ニ
シ
テ
教
育
ノ
淵
源
亦
実

二
此

二
存

ス
雨
臣
民
父
母

二
孝

二
兄
弟

二
友

ニ

夫
婦
相
和
シ
朋
友
相
信
シ
恭
倹
己
レ

ヲ
持
シ
博
愛
衆

二
及
ホ
シ
学
ヲ
修
メ

業
ヲ
習
ヒ
以
テ
智
能
ヲ
啓
発
シ
徳
器

ヲ
成
就
シ
進
テ
公
益
ヲ
広
メ
世
務
ヲ

開
キ
常

二
国
憲
ヲ
重
シ
国
法

二
遵
ヒ

一
旦
緩
急
ア
レ
ハ
義
勇
公

二
奉
シ
以

テ
天
壊
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス
ヘ
シ

こ
の
小
学
校
令
改
正
、
教
則
大
綱
に

是
ノ
如
キ
ハ
独
り
朕
力
忠
良
ノ
臣
民

タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
又
以
テ
面
祖
先
ノ

遺
風
ヲ
顕
彰
ス
ル
ニ
足
ラ
ン
斯
ノ
道

ハ
実

二
我
力
皇
祖
皇
宗
ノ
遺
訓

ニ
シ

テ
子
孫
臣
民
ノ
倶

二
遵
守
ス
ヘ
キ
所

之
ヲ
古
今

二
通
シ
テ
謬

マ
ラ
ス
之
ヲ

中
外

二
施
シ
テ
悼
ラ
ス
朕
商
臣
民
ト

倶

二
拳
々
服
鷹
シ
テ
咸
其
徳
ヲ

一
二

セ
ン
コ
ト
ヲ
庶
幾
フ

明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日

御
名
　
御
璽

明
治
二
十
四
年
に
は

「
小
学
校
祝
日

大
祭
日
儀
式
規
定
」
が
出
さ
れ
、
こ
れ

ょ
り
い
わ
ゆ
る
三
大
節
に
は
学
校
で
儀

式
を
行
な
う
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
て
い

つ́
。「

紀
元
節

・
天
長
節

・
一
月

一
日
ニ

於
テ

ハ
職
員
児
童
学
校

二
参
集
シ
テ

左
ノ
儀
式
ヲ
行
フ
ベ
シ
。

一
、
職
員
及
児
童

「
君
が
代
」
ヲ

合
唱
ス
。

二
、
職
員
及
児
童

ハ
天
皇
陛
下
皇

后
陛
下
ノ
御
影
二
対
シ
奉
リ

最
敬
礼
ヲ
行
フ
。

三
、
学
校
長

ハ
教
育
に
関
ス
ル
勅

語
ヲ
奉
読
ス
。

当
時
ド
イ
ツ
の
国
家
主
義
教
育
に
学
ん

だ

「
ド
イ
ツ
方
式
」
と
い
わ
れ
る
、
国

大正13年 尋常高等卒業写真



四
、
学
校
長

ハ
教
育

二
関
ス
ル
勅

語

二
基
キ
聖
旨
ノ
在

ル
所
ヲ

誨
告
ス
。

五
、
職
員
及
児
童

ハ
其
ノ
祝
日
ニ

相
当
ス
ル
唱
歌
ヲ
合
唱
ス
ピ

と
あ
っ
て
、

三
大
節

の
式
典
は
、
特
に
お
ご
そ
か

に
行
な
わ
れ
、
教
育
勅
語
の
奉
読
、
祝

歌
、
校
長
訓
示
が
式
典
の
主
な
内
容
で

あ
っ
た
。
当
時

は
新
年

の
元
日

に
は

「
年
の
始
め
の
た
め
し
と
て
　
　
」
、

紀
元
節
に
は

「
雲
に
そ
び
ゆ
る
高
千
穂

の
　
　
」
、
天
長
節
に
は

「
今
日
の
佳

き
日
は
大
君
の

‥
…
」
と
、
そ
れ
た
ヽ

奉
祝
歌
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
教
育
勅

語
の
取
扱
い
は
、
極
め
て
厳
粛
で
、
黒

塗
の
大
き
な
四
角
の
ぼ
ん
に
黒
塗
の
文

箱
に
入
れ
ら
れ
て
絹
の
白
紐
で
結
ん
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
教
頭
先
生
が
奉
持
し

て
、
す
で
に
壇
上
に
立
て
る
校
長
先
生

に
下
か
ら
う
や
ア
ヽ
し
く
手
渡
す
と
、

校
長
先
生
は
、
か
た
り
と
も
音
を
立
て

ず
文
箱
を
あ
け

一
語

一
語
確
実
に
奉
読

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
全
員
頭

を
下
げ
、
無
言
で
拝
聴

「
御
名
御
璽
」

の
最
後
の
言
葉
で
や
っ
と
頭
を
上
げ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
校
長
先
生
は
フ

ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
着
用
さ
れ
、
純
自
の

手
袋
を
は
め
ら
れ
て
い
た
。

式
の
終
了
後
、
帰
り
に
全
員
に
紅
白

の
鰻
頭
が
あ
た
え
ら
れ
た
。

10

国
定
教
科
書
の
使
用
開
始

明
治
三
十
六
年
に
小
学
校
令
が
改
正

さ
れ
て
、
国
民
教
育
と
し
て
の
色
彩
が

濃
く
な
り
こ
の
時
に
始
め
て
国
定
教
科

書
が
制
定
さ
れ
、
翌
二
十
七
年
か
ら
は

最
初
の
国
定
教
科
書
が
使
用
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

そ
の
後
幾
度
か
改
定

を
加

え
ら
れ

て
、
第
六
期
ま
で
発
行
さ
れ
る
が
、
国

語
読
本
の
最
初
の
言
葉
を
拾
う
と

第

一
期
　
明
治
三
十
七
年
　
イ
。

工
。

ス

。
　
シ

。

第
二
期
　
明
治
四
十
三
年
　
ハ
タ
。
タ

コ
（）　
コ
　
マ
。

第
三
期
　
大
正
七
年
　
ハ
ナ
。　
ハ
ト
。

マ
メ
。

第
四
期
　
昭
和
八
年
　
サ
イ
タ
。
サ
イ

タ
。
サ
ク
ラ
ガ
サ
イ
タ
。

第
五
期
　
昭
和
十
六
年
　
ア
カ
イ
。
ア

カ
イ
。
ア
サ
ヒ
。
ア
サ
ヒ
。

第
六
期
　
昭
和
二
十
二
年
　
お
は
な
を

か
ぎ
る
。
み
ん
な
い
い
こ
。

国
定
教
科
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
代

の
背
影
が
圧
縮
さ
れ
、
ど
の
教
科
書
で

小
学
校
時
代

を
育

っ
た
か
と

い
う
事

で
、
そ
の
人
の
年
代
が
わ
か
る
た
め
、

よ
く
話
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

・́
・．二一・一一・・一
一一二
一一一
一一一́．
一・

ヨ一一
一一・二
・二・二
一一一・

一二
一″一

義
務
教
育
の
延
長

（
六
年
制
尋
常
小
学
校
）

「
小
学
校
令
」
に
よ
る
義
務
教
育
四

か
年
制
を
実
施
し
て
か
ら
二
十
年
を
経

過
し
、
小
学
校
教
育
は
年
々
に
進
歩
し

て
き
た
。
又
日
清
、
日
露
戦
役
後
は
産

業
、
経
済
の
伸
展
と
共
に
、
児
童
の
就

学
率
が
大
変
よ
く
な
り
、
そ
こ
で
明
治

四
十
年
学
校
教
育
の
充
実
を
期
す
る
た

め
、
小
学
校
令
を
改
正
し
て
尋
常
科
を

六
か
年

と
し

こ
れ
を
義
務
教
育

と
定

め
、
明
治
四
十

一
年
四
月
よ
り
実
施
し

た
。こ

の
時
の
記
録
に
よ
る
と
次
の
如
く

で
あ
る

明
治
四
十

一
年
度

一
、
吉
祥
院
村
尋
常
小
学
校
経
常
予
算

一
、
八
二
四
円
五
十
七
銭
也

内
訳

一
、
給
料

　
一
、
三
二
四
円

二
、
雑
給
　
　
　
一
八
八
円
七
二
銭

三
、
需
用
　
　
　
一二
七
六
円
八
五
銭

四
、
修
繕
　
　
　
　
一一一五
円

一
、
入
学
式
挙
行

11
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σ
漏
多
σ
Ｅ
蘇
く
ヾ
´
と
一刷
そ
二
ｔ
ｉ

の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
校
長
先
生
は
フ

ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
着
用
さ
れ
、
純
自
の

一
、
学
級
担
任

第

一
学
級

‐２
、
吉
祥
院
家
庭
学
校

旧
西
中
校
の
校
舎
を
称
名
寺
跡

（
今

の
里
の
内
中
町
）
に
移
建
し
勉
哉
学
会

と
称
し
夜
学
又
は
女
子
の
教
育
に
使
用

さ
れ
た
。

明
治
四
十

一
年
四
月
村
立
に
改
め
、

家
庭
学
校
と
称
し
、
女
子
の
不
就
学
児

童
を
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
小
学

校
に
お
い
て
、
既
に
学
習
し
た
る
事
項

を
練
習
し
、
こ
れ
を
実
地
に
応
用
す
る

を
授
け
て
、
処
世
に
資
せ
し
む
る
を
要

旨
と
す
る
。
と
あ
っ
て
実
技
教
科
を
中

心
に
家
庭
必
須
の
知
能
技
芸
を
学
習
し

た
教
育
的
貢
献
す
こ
ぶ
る
多
い
、
吉
祥

院
独
特
の
女
子
教
育
の
た
め
の
学
校
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
学
校
は
後
小
学
校
内
に
併
置
さ

れ
て
最
後
の
名
称
は
吉
祥
院
公
立
実
務

女
学
校
と
な
り
、
昭
和
二
十
年
ま
で
存

続
し
た
。

＝綱
燿「
ＬＣ
に誅
ケ̈
ー
一●
ゼト
．　
ｏ●
Ｉ刀
ｌｃ
Ｌヽ
じ
「́ヨ

で
、
そ
の
人
の
年
代
が
わ
か
る
た
め
、

よ
く
話
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

‐３
、
紀
伊
郡
吉
祥
院
村

尋
常
高
等
小
学
校

明
治
四
十
二
年
四
月
修
業
年
限
二
か

年
の
高
等
科
を
併
置
し
、
校
名
を

「
紀

伊
郡
吉
祥
院
尋
常
高
等
小
学
校
」
と
改

称

明
治
四
十
二
年
度

経
常
費
予
算
　
一
一、
七

一
六
円
七

一
銭

一
、
給
料

　
一
、
九
五
六
円

二
、
雑
給
　
　
　
一
一四
五
円
六
六
銭

二
、
需
用
費
　
　
四
五
五
円
〇
五
銭

四
、
修
繕
費
　
　
　
エハ
○
円

臨
時
費
　
　
　
一二
、
五

一
二
円
三
九
銭

一
、
営
繕
費
三
、
二
四
二
円
三
九
銭

二
、
補
助
費
　
　
　
一
一七
円

家
庭
学
校
費
　
　
　
一
一四
三
円

学
級
編
成

第

一
学
級
　
尋
常
科

一
年

男
　
一
王
ハ
。
女
　
一二
五
。

第
二
学
級
　
尋
常
科
二
年

男
　
一二
五
。
女
　
四
二
。

第
三
学
級
　
同
　
　
一二
年

男
　
一
〓
二
。
女
　
一三
二
。

第
四
学
級
　
同
　
　
四
年

男
　
一
一四
。
女
　
一壬

一。

第
五
学
級
　
同
　
　
五
年

男
　
一
七
。
女

　
一
七
。

第
六
学
級
　
同
　
　
エハ
年

男
　
一
一〇
。
女
　
一
一五
。

尋
一入学
｛期
一一一廿｝計エハ十

第
七
学
級
　
一局
等
科

一
年

男
　

一
〓
一。
女
　
　
エハ
。

第
八
学
級
　
一昌
等
科
二
年

男
　
一
一
。
女
　
　
一
一。

計

｛
期

一
赫
軌
｝
合
計
　
一一一エハ
一
名

家
庭
学
校
入
学
　
　
　
一
一〇
。

‐４
、
紀
伊
郡
城
南
高
等
小
学
校

明
治
廿

一
年

一
月
伏
見
町
に
紀
伊
郡

高
等
小
学
校
が
設
立
さ
れ
、
郡
内

一
円

を
学
区
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
郡
内
北

西
部
の
町
村
と
し
て
は
通
学
上
、
不
便

を
極
め
た
の
で
、
吉
祥
院
、
上
鳥
羽
、

東
九
条
、
柳
原
を
分
離
し
、　
一
町
三
村

組
合
の

一
校
を
創
立
し
、
城
南
高
等
小

学
校
と
称
し
た
。
場
所
は
上
鳥
羽
村
の

四
ツ
塚
で

（
今
の
洛
南
中
学
校
の
西
側

附
近
）
域
南
高
等
小
学
校
は
義
務
教
育

で
は
な
く
、
当
時
の
教
育
に
熱
心
な
子

弟
だ
け
が
入
学
し
、
そ
の
人
数
も
少
な

く
、
か
つ
当
時
の
小
学
校
が
四
年
制
の

義
務
教
育
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
学
校

の
教
育
科
程
も
、
後
年
の
小
学
校
の
高

学
年
程
度
で
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
学

校
の
卒
業
者
は
自
ら
進
ん
で
上
級
課
程

を
修
得
し
た
と
い
う
、
優
越
感
を
持

っ

て
い
た
し
、
隣
町
村
の
同
窓
学
友
を
持

,_

計 第 第 第 第

鶏 男  睾 男  學 男  学 男  季 男
__  級   級   級   級

==八  尋 八  尋 三  尋 二  尋 十  尋

―
° 五

° 四
° 三

° 二
° 一

合  竹
｀ 近

｀ 田
｀ 杉

｀ 鎌
｀

計 女 谷 訓 女 藤 訓 女 宮 訓 女 山 訓 女 田 訓
二   導   導  兼 導   導   導
六 一 光  三   二 次  ニ ツ  三 伊
二 四 運  五 徹  一 郎  六 夕  五 一
名  °   °   °   °   °

校 庭 の 一 隅
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つ
と
い
う
利
点
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し

一
方
、
明
治
二
十
年
を
す
ぎ
る

頃
か
ら
高
等
小
学
校

へ
の
進
学
者
が
次

第
に
ふ
え
た
の
で
、
京
都
府
は
各
小
学

校
に
高
等
科
を
併
置
す
る
こ
と
を
勧
告

し
た
。
そ
し
て
明
治
四
十
三
年
各
小
学

校
に
、
高
等
科
が
併
置
さ
れ
て
か
ら
、

廃
校
と
な
っ
た
。
参
考
ま
で
に
記
す
と

元
府
立
京
都
第
二
中
学
校
は
明
治
三
十

二
年
四
月
創
立
さ
れ
入
学
生
徒
数
は
年

を
追

っ
て
増
加
す
、
と
あ
る
。

廃
校
と
な
っ
た
城
南
高
等
小
学
校
の

建
物
及
び
備
品
の

一
部
は
昭
和
廿
年
代

後
半
ま
で
、
吉
祥
院
小
学
校
で
大
切
に

使
用
さ
れ
て
い
た
。

〓
一
一一一〓́
一一

一一二
一́
一
情
｝
．

ヨ一一
一一・二
・・一一二
一一一̈　

〓一
一́
．

‐５
ヽ
吉
祥
院
農
業
補
習
学
校

学
校
沿
革
史
に
よ
れ
ば
大
正
三
年

一

月
十
六
日
よ
り
始
業
と
あ
る
が
、
夜
学

と
称
し
て
以
前
よ
り
各
町
集
会
所
に
お

い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
を
、
府

へ

正
式
に
申
請
し
て
吉
祥
院
尋
常
高
等
小

学
校
附
設
農
業
補
習
学
校
と
し
て
認
可

さ
れ
た
も
の
。

修
業
年
限

は
四
カ
年

で
修
身
、
農

業
、
国
語
、
算
術
が
教
科
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
女
子
の
家
庭
学
校
と
同
じ
目

的
か
ら
で
、
男
子
の
不
就
学
ま
た
は
中

退
の
も
の
を
対
象

と
し
た

の
で
あ
る

が
、
明
治
四
十

一
年
四
月
義
務
教
育
が

四
カ
年
か
ら
六
カ
年
に
延
長
後
は
、
四

年
制
卒
業
者
に
対
す
る
補
習
教
育
が
主

三
〇

一
一一
一

一
一

九
一
九

計

一一一一一
一一
一

一一
一
一́
３
一
一
一

一
・ヽ
一
・
・二

・
．
・一一二
二
一一
一〓
一一

ク 補 本 本 本 本
習 科 科 科 科
科 四 三 二 一

二 一 年 年 年 年
年 年

あ 兼 則 た
る ね で る°

て あ 目
こ つ 的
の た tこ

教 か 変
育 ら わ
を ｀

り
受 小

｀

け 学 夜
も 校 間
つ の 授
た 先 業
の 生 が
で が 原

九

名

昭和17年 Lllの 正門

城南高等小学校第 1回卒業生 (故深見徳次郎氏と故力Π藤龍之介氏)



九 九

‐６
、
京
都
市
吉
祥
院

尋
常
高
等
小
学
校

御
大
礼
の
記
念
行
事
も
よ
う
や
く
終

わ
り
、
昭
和
の
名
が
聞
き
な
れ
た
頃
、

紀
伊
郡
が
す

っ
ば
り
京
都
市
に
編
入
さ

れ
た
。
昭
和
六
年
四
月

一
日
を
以

っ
て

京
都
市
下
京
区
に
編
入
さ
れ
、
京
都
市

吉
祥
院
尋
常
高
等
小
学
校
と
名
称
変
更

に
な
り
同
じ
く
附
設
二
校
も

京
都
市
吉
祥
院
男
子
実
業
補
習
学
校

京
都
市
吉
祥
院
女
子
実
業
補
習
学
校

と
改
称
さ
れ
た
。

補
習
科

一
年

″
　
　
二
年
　
一

計

九

一
名

‐７
、
室
戸
台
風
に
よ
る
校
舎
倒
壊

昭
和
九
年
九
月
二
十

一
日

当
時
の
乾
源

一
郎
校
長
先
生
の
手
記

か
ら
。

（
原
文
の
ま
ヽ
）

朝
来
天
候
険
悪
に
し
て
、
数
ふ
れ
ば

二
百
三
十
日
な
り
。
予
報
に
は
暴
風
の

警
報
あ
り
た
れ
ど
、
あ
の
大
台
風
と
は

神
な
ら
ぬ
身
の
知
る
よ
し
も
が
な
。
午

前
七
時
半
学
校
に
出
勤
し
て
児
童
の
登

校
状
況
を
見
る
に
校
門
に
入
り
来
り
て

悉
く
傘
を
破
損
し
困
却
し
居
り
た
れ
ば

保
前
首
席
訓
導
校
門
の
南
側
に
学
校
長

玄
関
に
立
ち
て
傘
を
閉
し
走
り
入
る
享

を
命
じ
全
児
童
の
悉
く
無
事
登
校
を
見

０́
。午

前
七
時
五
十
五
分
職
員
朝
会
を
な

し
本
日
講
堂

へ
の
集
合
及
び
教
室

へ
の

出
入
の
危
険
を
慮
り
講
堂
朝
会
を
廃
し

左
の
暴
風
警
戒

に
対
す
る
指
示
を
な

す
。

一
、
児
童
を
各
学
級
教
室
内
に
収
容
し

て
外
出
を
厳
禁
す
べ
し
。

二
、
児
童
の
出
欠
を
調
査
し
て
出
席
員

数
を
明
か
に
す
べ
し
。

三
、
授
業
を
第
二
段
と
し
て
児
童
疵
護

の
重
任
を
全
ふ
す
べ
し
。

四
、
危
険
と
認
め
た
る
場
合
は
直
ち
に

講
堂
に
避
難
せ
し
む
べ
し
。

五
、
学
校
長
の
指
揮
命
令
あ
り
た
る
時

は
絶
対
服
従
直
ち
に
処
置
す
べ
し
。

六
、
児
童
下
校
の
際
は
傘
を
さ
ゝ
ず
に

帰
宅
す
る
様
厳
達
す
べ
し
。

以
上
の
指
示
に
よ
り
直
ち
に
各
部
署
に

つ
き
し
は
正
八
時
な
り
。

西
村
専
科
訓
導
に
本
館
階
上
の
展
覧

物
の
と
り
か
た
づ
け
を
依
頼
し
学
校
長

も
階
上
に
昇
れ
ば
暴
風
愈
々
激
し
く
全

校
舎
の
巡
規
を
必
要
と
し
南
校
舎
を
巡

り
て
全
階
上
中
央
迄
至
れ
ば
本
館
東
北

隅
の
屋
根
瓦
飛
散
し
初
め
た
れ
ば
、
北

校
舎
の
危
険
を
慮
り
、
す
ぐ
さ
ま
北
校

舎
に
馳
せ
、
早
く
避
難
す
べ
き
事
を
命

じ
た
り
。

さ
れ
ど
仝
建
物
の
監
視
す
る
必
要
あ

り
故
に
本
館
階
下
に
あ
り
て
三
方
に
限

を
配
り
な
が
ら
最
も
危
険
な
る
北
校
舎

の
注
視
を
怠
ら
ず
、
時
に
校
門
前
の
大

木
及
元
役
場
の
鐘
楼
倒
壊
し
た
れ
ば
、

北
校
舎
の
児
童
を
憂

へ
避
難
状
況
を
聴

取
せ
し
に
建
部
訓
導
よ
り
石
井
訓
導
の

「
校
舎
動
揺
中
を
巡
視
せ
し
に

一
人
の

残
存
児
童
な
き
事
を
確
め
た
り
」
と
の

報
告
聞
き
安
堵
せ
り
。
さ
れ
ば
間
も
な

く
北
西
隅
よ
り
傾
斜
し
初
め
建
部
、
西

村
両
訓
導
と
共
に

「
も
う
駄
目
だ
」
と

言
を
発
す
る
と
共
に
倒
壊
せ
り
。
避
難

後
五
分
か
十
分
の
後
な
り
。
天
祐
な
る

か
な
倒
壊
校
舎
に
は

一
人
の
児
童
も
な

く
、
且
つ
南
側
に
接
す
る
御
真
影
奉
安

殿
に
は
何
の
御
異
状
も
な
く
北
側
に
倒

壊
せ
し
こ
と
天
祐
と
幸
運
に
恵
ま
れ
し

唯
々
感
激
し
て
涙
頼
を
つ
た
ふ
。

（
中
略
）
さ
れ
ど
尚
南
校
舎
、
新
校
舎

の
児
童
避
難
の
必
要
あ
り
。
南
校
合
は

瓦
の
落
下
急
に
し
て
児
童
の
外
出
危
険

な
り
、
さ
れ
ば
最
も
危
険
の
少
き
東
方

出
口
に
集
合
な
さ
し
む
べ
く
校
庭
を
烈

風
に
流
さ
れ
な
が
ら
南
校
舎
に
至
り
、

階
上
の
残
存

一
学
級
を
も
階
下
に
下
し

各
自
手
を
と
り
合
せ
て
東
方
出
口
よ
り

校
庭

を
北
走

し
て
講
堂

へ
避
難

せ
し

む
、
幸
い
四
年
以
上
な
れ
ば
事
な
く
、

次
に
新
校
舎
の
児
童
を
も
避
難
せ
し
め

姦
に
全
く
避
難
を
終
り
更
生
の
喜
び
感

概
無
量
な
り
。

何
分
始
業
時
間
早
々
の
事
な
れ
ば
欠

席
児
童
の
調
査
は
あ
れ
ど
登
校
途
中
に

於
て
遭
難
せ
ぎ
る
や
、
又
は
倒
壊
校
舎

中
に
萬

一
に
も
残
り
居
ら
ざ
り
し
や
の

憂
あ
り
。
故
に
家
庭
に
つ
き
て
調
査
の

必
要
あ
り
。
尚
家
庭

へ
も
学
校
児
童
の

無
事
な
る
事
を
通
知
し
て
安
堵
を
あ
た

ふ
る
必
要
あ
り
、
故
に
青
年
団
に
依
頼

城南高等小学校13回 卒業生
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‐
ンご
ｉ

″
調
査
ヒ
通
知
を
い
た
ね
”
．

青
年
川
員
は
学
級

の
欠
席
兜
挙

‐
ｉｌｌｌ
介

‐１

よ
り
部
落
別

の
名
簿
を
作
り
機
敏
な
ハ

動
作

に
よ
り
て
各
部
を
担
当
し
調
●
‥ニ

通
知
の
任
を
全
う
き
れ
刻

々
の
報
告

に

よ
り
無
事
な
ら
を
確

め
得
た
り
。

全
児
童
避
難
後
は
講
堂

に
於
て
死
線

を
越

へ
て
生
を
得
た
喜
び
と
各
家
庭

の

無
事
な
る
事
を
告
げ
校
合

の
倒
壊
あ
カ

ビ
も
生
あ
れ
ば
何
■
も
恐
ら

ヽ
に
足
ら

ず
復
興
更
生
の
意
気

に
燃

へ
よ
と
訓
話

し

一
人

の
軽
傷
を
も
出
―
ザ

一
堂

に
会

す
る
喜
び
は
唯

々
人
祐
と
■
連
に
外
な

く
感
激
感
泣
す
。

職
員
諸
君
は

一
絲
乱
れ
ぎ
る
機
敏
な

る
措
置
と
活
動
を
さ
れ
避
難
後
は
保
護

者

へ
の
応
接
も
保
護
者

に
安
堵
を
あ
た

た
ら

の
■
に
て
学
校
長

の
意
図

の
如
く

萬
遺
も
れ
な
き
処
置
を
と
ら
れ
た
り
．

又

一
方
学
区
有
力
者

の
各
位
及
各
団
体

員
は
学
校

に
馳
せ
参
集
さ
れ
、
児
童

“

軽
傷
者
な
き
を
喜
ば
れ
今
後

の
措
置
及

び
学
区
内

の
調
査
及
見
舞
等

を
分
担
ま

れ
あ

の
烈
風

中

に
各
部
落

を
訪
間

き

る
。
共

の
調
査
報
告

に
よ
れ
ば
全
壊
家

屋
棟
数

一
九

二
棟
、
半
壊
九
一
計́
二
八

六

の
多
数
を
算

し
以

っ
て
こ
の
台
風

］

凄
惨
な
る
を
思
は
じ
む
。

（
以
下
略

）

．．．　
　
〓二
〓三
一二　
一ヽ
一
二
二
一キ
一二

（
注

）

京
都
市

“
被
災
合
計

先
生

の
死
亡
　
　
　
　
　
．
″
［

校
合

の
倒
壊
　
　
　
　
卜

．性

児
童

の
死
亡
　
　
　
百
ト

ー
名

重
軽
傷

（
先
生
を
含
む
）

六
Ｌ
三
名

‐８
ヽ
国

民

学

校

令

公

布

昭
和
十
六
年
二
月
国
民
学
校
令
が
公

布

せ

‐―，
れ
、
占
祥
院
尋
常
高
等
小
学
校

は
こ
れ
よ
り
京
都
市
占
祥
院
国
民
学
校

と
改
称

き
れ
る
。

国
民
学
校
令

の
第

一
条

に

国
民
学
校
は
皇
国
の
道

に
川
り
て

初
等
普
通
教
育

を
施
し
、
国
民

の
基
礎

的
錬
成
を
成
す
を
以

っ
て
目
的
と
す

一．

と
明
示
し
て
あ
る
様

に
、

「
皇
国
民

の
錬
成

一
を
目
的
と
す
る
戦
時
教
育
体

「製
か
し
か
れ
た
の
で
あ
る
。

軍
事
教
育

の
最
高
潮

の
時
代
、
先
生

の
服
装
ま
で
変
り
、
頭
は
坊
主
刈
り
国

民
服

の
足
は
ゲ
ー
ト
ル
巻
、
女
ｒ
は
持

エヴ

ベ
ば
き
で
あ

ｆ

に。

聖
戦
、
尽
忠
報
国
、
大
日
本
」情
国
な

ど
の
こ
と
ば
が
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う

ド
」
（は
っ　
Ｌ́
い
一ヽ
一ｃ

と
同
時

に
第
五
期

国

定

教
科
書

は

一
超
国
家
主
義
」
教
科
書
が
出

さ
れ
、

中
国
民

の
錬
成
が
徹
底
的

に
行
な
わ
れ

昭和19年 国民学校高等科卒業4
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（
以
下
略
）

凄
惨
な
る
を
思
は
じ
む
。

雪

巨

Ｆ

σ

ウ

リ

カ

緒

炉

ｒ

に

な

た

た

オ

た
。

‐９
、
国
民
学
校
の
卒
業
生

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
、
ラ
ジ
オ

の
ニ
ュ
ー
ス
は
、
大
平
洋
戦
争
の
ぼ
つ

発
を
告
げ
た
。
そ
れ
か
ら
は
国
を
挙
げ

て
、
学
校
も
家
庭
も
、
男
も
女
も
、
子

供
も
お
と
な
も
、
町
も
村
も

一
丸
と
な

っ
て
、
唯
国
の
た
め
に
の
み
た
ヽ
か
っ

た
。
国
民
学
校
時
代
の
児
童
、
生
徒
た

ち
は
最
も
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
遠
足
や

修
学
旅
行
も
中
止
さ
れ
て
、
大
詔
奉
戴

日
の
神
社
参
拝
や
防
空
訓
練
が
月
々
の

行
事
と
な
り
、
打
ち
続
く
耐
乏
生
活
と

日
を
追

っ
て
激
し
く
な
る
本
土
空
襲
の

中
で
、
学
ん
だ
卒
業
生
た
ち
は
最
悪
の

時
代
を
す
ご
し
た
人
た
ち
と
い
え
る
。

２０
、
集
　
団
　
疎
　
開

東
京
、
大
阪
を
は
じ
め
日
本
中
の
都

市
が
空
襲
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
学

校
に
お
け
る
学
習
も
つ
い
に
不
能
の
状

態
と
な
り
、
都
市

に
生
活
す

る
も

の

は
、
そ
の
危
険
を
さ
け
て
農
山
漁
村
に

家
族
と
も
ど
も
縁
故
を
た
よ
っ
て
疎
開

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ

の
よ
う
な
縁
故
の
な
い
児
童
の
安
全
を

は
か

っ
て
、
学
校
職
員

の
手

に
よ
っ

て
、
昭
和
二
十
年
四
月
吉
祥
院
校
で
は

集
団
疎
開
の
処
置
が
と
ら
れ
た
。

府
下
船
井
郡
竹
野
村
の
大
通
寺
及
び

村
集
会
所
を
宿
舎
と
し
て

児
童
数
　
一
一
一〇
名

教
員
数
　
　
　
五
名

寮
　
母
　
　
　
五
名

作
業
員
　
　
　
四
名

以
上
の
ほ
か
、
詳
細
な
記
録
は
残
さ

れ
て
い
な
い
。

２‐
、
敗
戦
、
新
憲
法
発
布

昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
、
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
無
条
件
受
諾
と
い
う
形
で
迎
え

た
こ
の
終
戦
は
、
日
本
国
民
の
前
途
に

大
き
な
不
安
を
も
た
ら
せ
、
社
会
は
全

く
混
乱
し
た
。

明
治
以
来

一
貫
し
て
き
た
教
育
の
大

方
針
は
こ
こ
に
至

っ
て
全
く
崩
壊
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
連
合
国
軍
総
指
令

部
か
ら
は
、
次
々
と
指
令
が
出
さ
れ
、

先
ず
、
戦
時
中
の
全
教
育
令
の
廃
止
。

昭
和
二
十

一
年

一
月
、
天
皇
神
格
否

定
の
詔
書
が
出
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
学
校

に
奉
安
し
て
あ
っ
た
御
真
影
を
府
庁

へ

返
還
、
本
安
殿
は
徹
去
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
間
に
も
急
速
に
国
家

再
建
の
機
運
は
高
ま
っ
て
い
き
、
激
変

す
る
社
会
情
勢
の
中
か
ら
、
昭
和
二
十

一
年
十

一
月

「
日
本
国
憲
法
」
が
公
布

さ
れ
た
。

２２
、
六
、
三
制
発
足

新
憲
法
の
精
神
に
の
っ
と
っ
て
、
昭

和
二
十
二
年
二
月
に

「
教
育
基
本
法
」

が
制
定

さ
れ
、
同
時

に

「
学
校
教
育

法
」
も
公
布

さ
れ
て
、
小
学
校
六
か

年
、
中
学
校

三
か
年

の
義
務
教
育
年

限
、
い
わ
ゆ
る
六
、
三
制
の
教
育
体
制

が
発
足
し
た
。

そ
し
て
四
月
か
ら
新
教
育
が
実
施
さ

れ
、
義
務
教
育
は
九
か
年
と
な
り
、
校

名
は
京
都
市
立
吉
祥
院
小
学
校
と．
改
称

さ
れ
た
。

２３
、
吉
祥
院
中
学
校
併
置

昭
和
二
十
二
年
五
月
五
日
は
、
六
三

制
に
よ
る
義
務
教
育
と
し
て
新
制
中
学

校
が
発
足
し
た
日
で
あ
る
。

京
都
全
市
の
中
学
校
と
同
様
、
古
祥

院
中
学
校
も
こ
の
日
午
前
九
時
よ
り
吉

祥
院
小
学
校
講
堂
に
お
い
て
開
校
式
が

行
な
わ
れ
た
。
開
校

一
年
目
は
、
吉
祥

院
小
学
校
に
併
設
さ
れ
、
生
徒
は
、
吉

祥
院
小
学
校
高
等
科

一
、
二
年
だ

っ
た

も
の
が
中
学
二
、
三
年
と
な
り
、
尋
常

科
の
六
年
卒
業
生
が

一
年
生
と
し
て
入

学
し
た
。

同

一
校
合
に
小
、
中
学
同
居
の
形
で

あ
っ
た
が
、
こ
の
中
学
校
は
、
そ
の
後

全
市
的
に
小
、
中
学
の
統
合
、
再
編
成

が
な
さ
れ
て
、
廃
止
と
な
り
、
代

っ
て

洛
南
中
学
校
が
設
立
さ
れ
吉
祥
院
、
上

鳥
羽
の
両
小
学
校
を
通
学
区
と
す
る
こ

と
と
な
り
、
現
在
に
至

っ
て
い
る
。

２４
、
学
　
校
　
給
　
食

戦
後
の
食
生
活
は
苦
し
く
、
特
に
学

童
の
体
位
の
低
下
は
甚
だ
し
く
、
発
育

盛
り

の
学
童
の
栄
養
補
給

を
必
要

と

し
、
そ
こ
で
昭
和
二
十
二
年

一
月
か
ら

占
領
軍
の
放
出
物
資

（
ラ
ラ
物
資
）
に

よ
る
学
童
の
給
食
が
始
め
ら
れ
た
。

昭
和
二
十
九
年
に
は
新
し
く
学
校
給

食
法
が
制
定
さ
れ
、
給
食
調
理
室
が
設

置
さ
れ
て
、
学
校
給
食
も
本
格
的
に
な

り
以
後
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
こ
の

間
学
童
の
体
位
向
上
や
食
生
活
の
改
善

に
果
し
た
役
割
は
ま
こ
と
に
大
な
る
も

の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

-21-

90



２５
、
創
立
八
十
周
年
記
念
式

昭
和
二
十
七
年
、
十

一
月
七
日
関
係

者
多
数
の
参
加
の
も
と
に
新
装
な
っ
た

校
庭
国
旗
掲
揚
台
の
下
に
て
、
盛
大
に

か
つ
厳
粛
に
記
念
祝
賀
式
が
挙
げ
ら
れ

ンに
。こ

の
時
、
最
新
設
備
の
給
食
室
が
竣

工
、　
一
七
〇
〇
坪
の
運
動
場
の
全
面
的

舗
装
工
事
の
完
了
、
屋
外
教
室
、
放
送

昭
和
二
十
七
年
度
、
児
童
数 室

の
設
備
、
職
員
室
拡
張
改
装
、
等
が

記
念
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。

昭
和
二
十
七
年
、
八
十
周
年
現
在
の

吉
祥
院
小
学
校
児
童
数
は
、
左
記
の

通
り
で
あ
る
。

嘉
＝
Ｉ
平
■
主
薙

一
一年
一

一一一年
一
　

　

韮

な
り
、
児
童
、
生
徒
た
ち
は
夏
を
夢
み

て
完
成
を
心
待
ち
し
た
。

着
工
　
一二
十
七
年
六
月
二
十

一
日

完
成
　
同
年
十
二
月
二
十
二
日

プ
ー
ル
開
き
　
一二
十
八
年
七
月

一
日

竣
工
式
　
同
年
八
月
二
十
日
。

三
十
四
学
級
、　
一
五
九

一
名

女 男

tアヽ
ハ ー
八 三

名 名

２６
、
プ
‐
ル
完
成

京
都
市
は
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
児

童
、
生
徒
の
水
泳
指
導
と
安
全
な
夏
の

レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
与
え
る
た

め
、
市
内
の
小
中
学
校
に
プ
ー
ル
づ
く

り
を
進
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
待
望
の

プ
ー
ル
が
本
校
に
建
設
さ
れ
る
こ
と
に

二

〇

一

一
九

一
　

　

一
　

九

六

昭和17年頃の奉安殿と北校舎

昭和17年頃の校庭東方の風景
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